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生活保護制度における国と地方の実務者協議
これまでの議論の整理①

（出典）厚生労働省「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議における議論 これまでの議論の整理」(令和４年４月)から一部抜粋

５． 被保護者健康管理支援事業及び医療扶助について
（２） 都道府県による関与について①

• 医療扶助を実施する医療機関については、生活保護法に基づいて指定を行うこととしており、平成25年法改正に

より、指定要件（欠格事由）及び取消要件を明確化する、指定の有効期間（６年）を設けて当該期間ごとの更新

制とする等の見直しを行った。

• 医療の給付が適正に行われるよう医療扶助制度の趣旨、事務取扱等の周知徹底を図るために、指定医療機関に対

して、厚生労働省（地方厚生局）又は都道府県等による指導を行うとともに、診療内容及び診療報酬の請求の適

否を調査して診療方針を徹底させる検査を行うこととしている。

• 医療扶助に関してはガバナンス強化の必要性が指摘されているところ、都道府県によるデータに基づく適正化方

策の推進により、管内自治体等への関与を強化していく必要がある。

• その際、都道府県による、管内における被保護者健康管理支援事業や医療扶助の実施状況に係る情報の収集・分

析等を通じた管内自治体や指定医療機関に対する助言・指導等の効果的な実施や、その際の専門的・技術的な支

援等を行う機関の設置など、都道府県による実効的な支援方策を検討する必要がある。

現状と基本的な方向
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生活保護制度における国と地方の実務者協議
これまでの議論の整理②

（出典）厚生労働省「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議における議論 これまでの議論の整理」(令和４年４月)から一部抜粋

５． 被保護者健康管理支援事業及び医療扶助について
（２） 都道府県による関与について②

• 福祉事務所においては医療の専門知識を有していないため、医療扶助の適正化のために医療機関に対するアプ

ローチを行うことが難しく、都道府県により、管内市町村の医療扶助に関するデータ分析や、指定医療機関に対

する指導の実施等の、後方支援を行うことが必要であるという意見があった。具体的には、医療扶助の適正な実

施や被保護者の健康管理支援を計画的に推進するために、取組指標の設定等による見える化を行うとともに、そ

れを基に都道府県が管内市町村の取組状況を把握し、助言等を行うことが考えられる。

• また、都道府県等は、指定医療機関に対する指定権限を有しているが、データ分析や医療機関への指導等に必要

となる専門知識が不足していることから、自治体や医療関係者等から構成される第三者機関を都道府県等に設置

し、専門的・技術的なサポートを行う体制が有効と考えられる。

• 指定医療機関に対する指導については、より効果的な指導権限が必要である一方で、指定医療機関との協力関係

に支障が生じることで被保護者の受診の機会が損なわれることがないように注意する必要があるといった意見が

あり、バランスを考慮する必要がある。

具体的な議論
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医療扶助に関する検討会における主な御意見

○ 都道府県の関与について、データに基づいた分析は非常に重要。各取組の好事例を紹介する際も、それぞれの取組
による効果も統計を用いて具体に紹介されればよりよく分かり、他の自治体等のモチベーションになる。

○ 医療扶助におけるガバナンス強化については、都道府県が関与する必要性を確認する必要がある。

「第５回医療扶助に関する検討会（令和４年４月 2 8日）」における主な御意見
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「新経済・財政再生計画改革工程表2021」
（令和3年12月23日：経済財政諮問会議まとめ）

「新経済・財政再生計画改革工程表2021」（令和3年12月23日：経済財政諮問会議まとめ）（抄）
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・医療扶助に関しては、「新経済・財政改革工程表2021」（令和３年12月23日経済財政諮問会議）などにお
いて、都道府県によるガバナンス強化の必要性が指摘されている。



都道府県等による市区町村への支援に係る関係法令等

関係法令等

生活保護法

第８１条の２

１ 都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必
要な助言その他の援助を行うことができる。

２ 都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業の効果的
かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。

医療扶助運営要領（抄）

（４）医療扶助に関する審議会（以下、「医療扶助審議会」という。）

都道府県本庁においては、知事の医療扶助その他保護の決定実施にあたっての医学的判断等を的確に行うことのできる体制を確
保すること。また、これらの医学的判断その他医療扶助に関する諮問に答えるため等の附属機関として、医療扶助審議会を設置す
ることが望ましい。

なお、その構成および運営等については、次の基準を参考とすること。

ア 審議事項

(ｱ) 結核入院要否判定 (ｲ) 精神疾患入院要否判定 (ｳ)結核、精神疾患以外の傷病による入院要否の判定

(ｴ) 訪問看護の要否判定 (ｵ) 在宅患者加算等各種給付の要否の判定

(ｶ) 医療扶助の適正実施に関して参考意見を述べること等その他必要と認められるもの

イ 構成

医療扶助審議会の委員として、国立病院、国立療養所および民間指定医療機関の医師、保健所長、都道府県民生部（局）の医
系職員等のうちから適当な者を選任する。

ウ 審議

前記アにより諮問を受けた医療扶助審議会は、患者の病状及び療養状況等の全経過等を踏まえ総合的な検討を行うとともに、
医療扶助の本則に基づき公正妥当な答申を行う。

なお、審議にあたっては、その経過および答申根拠の記録、その他関係書類を整備する。

・ 生活保護法上、都道府県知事は、市町村長に対して、保護の実施等のため必要な助言その他の援助を行うことができること
となっている。

・ 他方、現状は、都道府県は市町村に対して、医療扶助の運用等に係る疑義照会があった際の回答対応に留まっているといっ
た声が聞かれるところ。
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○方法【医療扶助運営要領】
・一般指導：講習会、広報、文書等より実施
・個別指導：個別に面接懇談方式により実施
※都道府県知事による単独指導と、

厚生労働大臣と都道府県知事による共同指導がある。

○指導対象の選定【医療扶助運営要領】
以下の事項等を個別に審査し選定する
・関係機関からの情報提供
・過去の個別指導等における指摘事項について未改善
・診療報酬請求データの分析等（請求全体に占める被保護者

の請求割合が高い、被保護者の診療報酬明細書の１件あた
り平均請求点数が高い等）

○指導実施後の措置等【医療扶助運営要領】
・再指導
・要検査（⇒③）
・指導結果の通知等（文書）
・報告書の提出（文書）

都道府県等による医療機関への関与に係る現状と課題

・都道府県等による医療機関への関与は、生活保護法による指定等、指導、検査、指定取消・効力停止がある。

○指定【法第49条等】
※指定の基準・欠格事由【法第49条の２】

○指定の更新（６年ごと）【法第49条の３】
○指定の変更等の届出【法第50条の２】
※変更、廃止・休止、再開の届出

①生活保護法による指定等【法第49条等】

②指導【法第50条第２項等】

○方法【医療扶助運営要領】
診療報酬明細書・診療録等の照合、設備等の調査（実地）
必要に応じて被保護者についての調査も実施

○検査対象の選定【医療扶助運営要領】
以下のいずれかに該当する場合に実施
・診療内容・報酬請求に不正・著しい不正が疑われる場合
・個別指導によっても診療内容・報酬請求が未改善の場合
・正当な理由がなく個別指導を拒否したとき

○検査実施後の措置等【医療扶助運営要領】
・検査結果の通知・報告書の提出
・行政上の措置

㋐注意：軽微な過失による不正･不当な診療内容･報酬請求
㋑戒告：重大な過失による不正･不当な診療内容･報酬請求等
㋒指定取消・効力停止：故意の不正･不当な診療･報酬請求等

（⇒④）

○検査の結果、故意の不正又は不当な診療･報酬請求等が認められ
た場合は、指定の取消・効力停止を行うことができる。
※指定取消・効力停止を行う場合には、行政手続法に基づく

聴聞等の実施が必要。
※指定取消･効力停止を行った場合には、原則、法第78条第２

項により返還額に100分の40を乗じた額を支払わせる。

③検査【法第54条等】

④指定取消・効力停止【法第51条第２項等】
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都道府県等による医療機関への関与に係る現状と課題

・指定医療機関に対する個別指導は、関係機関からの情報提供や、社会保険診療報酬支払基金から提供される診療報
酬請求データ等の分析結果等から得られる指定医療機関の特徴等を総合的に勘案し、個別に内容審査した上で対象
医療機関を選定することとしている。

・このうち、診療報酬請求データについては、請求全体に占める被保護者に関する請求割合が高いことや、被保護者
以外と比較して被保護者の診療報酬明細書等の１件あたりの平均請求点数が高いこと等を例示している。

医療扶助運営要領（抄）

イ個別指導

（ア）厚生労働大臣又は都道府県知事が単独で行う指導

次に掲げる事項について、個別に内容審査をした上で、指定医療機関を選定すること。

Ａ 社会保険診療報酬支払基金、実施機関、被保護者等から診療内容又は診療報酬の請求その他医療扶助

の実施に関する情報の提供があり、個別指導が必要と認められた指定医療機関

Ｂ 個別指導の結果、再度個別指導を行うことが必要と認められた指定医療機関又は個別指導において改

善を求めたにもかかわらず、改善が認められない指定医療機関

Ｃ 検査の結果、一定期間経過後に個別指導が必要と認められた指定医療機関

Ｄ 社会保険診療報酬支払基金から提供される被保護者に係る診療報酬請求データ又は電子レセプトの分

析結果等を活用して得られる指定医療機関の特徴（例えば請求全体に占める被保護者に関する請求割合

が高い、被保護者以外と比較して被保護者の診療報酬明細書（調剤報酬明細書を含む。）の１件あたり

の平均請求点数が高い、被保護者の県外受診の割合が高い等）を総合的に勘案し、個別に内容審査をし

た上で個別指導が必要と認められる指定医療機関

ｅ その他、特に個別指導が必要と認められる指定医療機関 9



都道府県等による医療機関への関与に係る現状と課題

H28 H29 H30 R１ R２

指 導 件 数 683 732 749 716 24

検 査 件 数 28 4 9 9 ２

注 意 件 数 8 0 0 0 ０

戒 告 件 数 1 1 0 0 ０

指 定 取 消 ・
効 力 停 止 件 数

5 5 1 9 4

うち生保の検査に起因 1 0 0 2 0

過去５か年度の指定医療機関に対する指導・検査等の実施状況

H28 H29 H30 R１ R２

個 別 指 導 件 数 4,523 4,617 4,724 4,715 1,797

監 査 件 数 74 66 52 55 46

指 定 取 消 件 数 17 13 14 11 11

（参考）医療保険における保険医療機関の指導・監査等の実施状況

※ 保険医療機関の約９割が、生活保護法による指定医療機関の指定を受けている。
※ 生活保護の取消件数と保険の取消件数が一致しないのは、①生活保護法の指定を受けていないケース、②保険医療機関の取消に合わせて、生活保護の指定医療
機関の廃止届がなされた又は更新手続きが行われず失効したケース等があるため。

・都道府県等による指定医療機関に対する指導は年間700件程度、検査は数件～数十件程度実施されている。
※令和２年度は、新型コロナ感染症拡大の影響から、実施件数が少なくなっている。

・指定医療機関の指定取消・効力停止については、それぞれ年数件程度実施されている。
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指定医療機関制度の見直し等（H25年度改正）

・平成25年法改正では、指定要件（欠格事由）及び取消要件の明確化、指定の更新制（有効期間６年）の導入等の見
直しを行った。
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（参考）医療法における都道府県による医療機関への関与

第30条の12 第７条の２第３項から第５項までの規定は、医療計画の達成の
推進のため特に必要がある場合において、同条第１項各号に掲げる者以
外の者が開設する病院又は診療所について準用する。この場合において、
第７条の２第３項中「命ずる」とあるのは「要請する」と（中略）、
「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。

２ 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第７条の２第３項の
規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な
理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該
病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見
を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

３ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告
を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたとき
は、その旨を公表することができる。

第27条の２ 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当
な理由がなく、第７条第５項の規定により当該許可に付された条件に従
わないときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府
県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきこと
を勧告することができる。

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設
者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかっ
たときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医
療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべ
きことを命ずることができる。

３ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令
を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたとき
は、その旨を公表することができる。

第７条の２

１～２（略）

３ 都道府県知事は、第１項各号に掲げる者が開設する病院又は診療所（中
略）、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、（中略）業務の全部
又は一部を行っていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲
内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減す
ることを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。

４（略）

５ 都道府県知事は、（中略）第３項の規定により命令しようとするときは、
あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

６ 都道府県知事は、第３項の規定による命令をした場合において、当該命
令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたと
きは、その旨を公表することができる。

（参考）医療法（昭和二十三年法律第二百五号） ※命令（公的医療機関）・要請（民間医療機関）、勧告、公表に係る条文を一部抜粋
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○ 医療法においては、地域医療計画における病床の整備に関して、都道府県知事が、命令（公的医療機関）・要請
（民間医療機関）、勧告、公表といった行政措置を行うことが可能。



医療扶助審議会の設置・運営状況

• 医療扶助運営要領では、都道府県及び指定都市・中核市の本庁には、医療扶助の決定実施に
係る医学的判断等に関する諮問機関として、医療関係者等で構成する医療扶助審議会を設置
することを「望ましい」と規定。

※ 医療扶助審議会は、都道府県において必置であったところ、平成９年の地方六団体意見において、審
議が形骸化しているとして、必置規制の廃止が求められたことを受け（注）、平成10年に「設置する
ことが望ましい」と改めている。

• 医療扶助審議会の設置・運営状況を、サンプルとして聴き取り等により確認したところ
（16自治体）、

・設置している自治体は、３自治体（18.7％）

・直近１年間に開催実績がある自治体は、１自治体（6.3％）

という状況だった。

• 過去の実績も含めて医療扶助審議会の構成員を照会したところ、医師、学識経験者、自治体
職員という回答が多く、その他、福祉関係者や関係行政機関の職員といった回答があった。

• 直近１年間に医療扶助審議会の開催実績がある自治体における審議内容は、精神疾患入院や
訪問看護の要否判定にかかる諮問との回答だった。

医療扶助審議会の設置・運営状況
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（注）平成9年7月8日地方分権推進委員会第2次勧告医療扶助審議会
生活保護法による医療扶助運営要領について」昭和36年９月30日付通知）通知に規定する医療扶助審議会の

設置に関する規定は、「技術的助言」として標準的な考えを示すものである旨の趣旨を明確にし、必要最小限の
範囲にとどめるよう必要な見直しを行う。



（参考）他制度の都道府県に設置される会議体②

（参考）都道府県医療審議会（１／２）
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（参考）他制度の都道府県に設置される会議体②

（参考）都道府県医療審議会（２／２）
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2021年4月1日

（２）医療扶助に関する都道府県による関与
に係る現状と課題ついて

① これまでの議論の整理

② 現状と課題

③ 主な論点



現状と課題を踏まえた論点①

（都道府県等による市区町村への支援について）

• 都道府県による市町村に対する援助規定については、生活保護法第81条の２において、

・ 保護並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正実施（第１項関係）

・ 被保護者就労支援事業及び健康管理支援事業の効果的・効率的実施（第２項関係）

のために、必要な助言その他の援助を行うことができるものとされている。

• 一方で、現状、都道府県による市町村への関与は、市町村から寄せられる個別事案に係る照会への回答等に留

まっていることが多いと見られる。

（都道府県等による医療機関への関与について）

• 医療扶助を実施する医療機関については、生活保護法に基づく指定を行うこととしており、平成25年法改正では、

指定要件（欠格事由）及び取消要件の明確化、指定の更新制（有効期間６年）の導入等の見直しを行った。

• また、厚生労働省又は都道府県等は、指定医療機関に対して、医療扶助制度の趣旨や事務取扱等の周知徹底を図る

ための指導、及び、診療内容・診療報酬請求の適否を調査し診療方針を徹底させる検査を行うこととしている。

（※）検査の結果、不正又は不当な診療若しくは診療報酬の請求が認められる場合、注意、戒告、指定取消又は指定の効力

停止の行政措置を講じることが可能。

• 一方で、都道府県等においては、医系職員の配置や医療扶助審議会の設置等が十分に行えず、医療の専門的な見地

からの効果的な指導・検査等の実施及び診療内容等に係る指摘が困難な実態がある。

• 加えて、医療機関への関与の手法が、指導の実施後は、不正又は不当な診療若しくは診療報酬の請求が疑われる場

合に検査を行うといった手立てになり、その間の段階的な関与の手法が求められている。

（※）医療法においては、都道府県知事が、命令（公的医療機関）・要請（民間医療機関）、勧告、公表といった行政措置

を行うことが可能。

現状・課題①
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現状と課題を踏まえた論点②

（医療扶助審議会について）

• 医療扶助運営要領では、都道府県及び指定都市・中核市の本庁には、医療扶助の決定実施に係る医学的判断等に

関する諮問機関として、医療関係者等で構成する医療扶助審議会を設置することを「望ましい」と規定。

• 一方で、現状、医療扶助審議会が設置・運用されている都道府県は多くなく、都道府県による市町村への関与は、

市町村から寄せられる個別事案に係る照会への回答等に留まっていることが多いと見られる。

現状・課題②

18



現状と課題を踏まえた論点④

○ 都道府県等においてガバナンス強化の必要性が指摘されているところ、都道府県等によるデータに基づく適正化方

策の推進をはじめ、管内自治体等への関与を強化するための実効的な支援方策をどのように考えるか。

・ 例えば、市町村における医療扶助及び被保護者健康管理支援事業の取組に係る指標（数値目標）については、国に

よる参酌標準として設定する方向で検討予定であるが、その際、市区町村は当該取組指標に対する取組状況を都道

府県に報告することや、報告を受けた都道府県がその報告内容を集計・分析することにより、市町村ごとの取組状

況を把握するとともに、集計結果を市町村に共有することについて、どのように考えるか。

・ また、現行、生活保護法第81条の２の規定により、都道府県は市町村に対し必要な助言その他の援助を行うことが

できるとされており、効率的・効果的に取組を進めていくための方策をどのように考えるか。更に、例えば、都道

府県等による市区町村・指定医療機関に対する援助・指導等に係る専門的・技術的な諮問・答申機関として、現行、

都道府県等における設置を推奨している医療扶助審議会について、機能を強化した上で制度上位置づけることにつ

いて、どのように考えるか。

主な論点
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現状と課題を踏まえた論点⑤

○ 都道府県のガバナンス強化を図る観点から、より効果的な都道府県の医療機関への関与について、どのように考え

るか。

・例えば、現行、都道府県等が「指導」（法第50条第２項）を行う対象医療機関を選定する際に、総合的に勘案する

項目として例示しているものの1つに「被保護者の診療報酬明細書（調剤報酬明細書を含む。）の１件あたりの平均

請求点数が高い」があるが、留意する観点をより明確化するために、そのうち頻回受診者が多いことや、多種類の

医薬品の投与を受けている者が多いことを示すことについて、どのように考えるか。

※ 医療機関ごとの後発医薬品の処方割合については、支払基金から提供されるデータには含まれておらず、自治

体ごとにレセプトから分析する必要がある。

・また、現行法上では、「指導」に従わず、不正・不当な診療行為等が疑われる場合に「検査」（法第54条第１項）、

「指定取消・効力停止」（法第51条第２項）が行われるが、「検査」の前段階として、頻回受診への恣意的な誘導

等が行われ「指導」によってもその改善が見られない場合に、適正な対応を求めるための新たな措置を設けること

について、どのように考えるか。

○ 改革工程表において、「中長期的課題として、都道府県のガバナンスを強化する観点から、生活保護受給者の国保

及び後期高齢者医療制度への加入を含めた在り方の検討を深める」と指摘されていることについて、どのように考え

るか。また、医療扶助のガバナンス強化を進めていくに当たっては、まず、被保護者健康管理支援事業の取組強化や

都道府県等による市区町村・指定医療機関への関与の強化を図っていくことも重要と考えるが、そのこととの関係性

をどのように考えるか。

主な論点
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